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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月18日(2013.2.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体から取得される血管パターンの特徴情報を用いて個人の認証を行う個人認証装置であ
って、 
前記生体における認証対象となる領域を撮像する撮像部と、 
前記撮像部によって撮像された、前記血管パターンを含む画像を認証画像として取得する
演算部と、
を備え、
前記演算部は、
前記認証画像の輝度に基づいて、前記血管パターン上の所定の特徴を有する特徴点を複数
取得し、 
前記複数の特徴点の夫々の輝度に基づいて、前記血管パターン上における前記複数の特徴
点夫々の位置情報と、前記複数の特徴点の輝度差とを算出し、
前記位置情報および前記輝度差を、前記特徴情報として取得することを特徴とする個人認
証装置。
【請求項２】
前記演算部は、
複数の血管が交差する点に位置する前記特徴点を優先して取得することを特徴とする請求
項１記載の個人認証装置。
【請求項３】
前記演算部は、
前記複数の特徴点の夫々の輝度を、前記認証画像を形成する平面に対して垂直方向の前記
血管パターンの形状に由来する奥行き情報として取得し、 
前記奥行き情報から、前記垂直方向における前記複数の特徴点夫々の相対位置を算出し、
前記位置情報として取得することを特徴とする請求項１または２記載の個人認証装置。 
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【請求項４】
前記演算部は、
前記奥行き情報から、前記血管パターンの前記垂直方向の形状を作成し、
前記認証画像の平面方向における前記血管パターンの形状と、前記垂直方向の血管パター
ンの形状とを用いて認証を行うことを特徴とする請求項３記載の個人認証装置。
【請求項５】
前記演算部は、
予め記憶された前記特徴情報を有する登録画像と、前記認証画像とを照合することを特徴
とする請求項１から４迄の何れかに記載の個人認証装置。
【請求項６】
前記演算部は、
前記認証画像の有する前記特徴情報と、前記登録画像の有する特徴情報とを用いて、前記
認証画像と前記登録画像との位置合わせを行うことを特徴とする請求項５記載個人認証装
置。
【請求項７】
前記演算部は、
前記認証画像を構成する複数の画素における、前記血管パターンの画像を構成する画素の
割合に基づく画質評価値を演算し、
前記画質評価値が所定の値以上である場合、前記撮像された画像を前記認証画像として取
得することを特徴とすることを特徴とする請求項１から６迄の何れか記載の個人認証装置
。
【請求項８】
前記画質評価値は、前記撮像された画像を構成する全画素における、前記血管パターンを
構成する画像の含有率であることを特徴とする請求項７記載の個人認証装置。
【請求項９】
前記演算部は、前記画質評価値が前記所定の値より低い場合、前記認証対象となる領域を
他の領域に変更するように前記生体に促す指示を表示部に表示させることを特徴とする請
求項７または８記載の個人認証装置。
【請求項１０】
前記認証対象となる領域以外の部位を支持するガイド部と、
前記ガイド部にかけられた前記提生体からの圧力を検知する圧力検知部と、
をさらに有し、
前記演算部は、前記生体からの圧力の値を演算し、
前記画質評価値が所定の値より低い場合、圧力を低くするよう前記生体に対して促す指示
を前記表示部に表示させることを特徴とする請求項９記載の個人認証装置。
【請求項１１】
前記演算部は、
前記画質評価値が第一の所定の値以上であり、且つ前記圧力検知部で検知された前記生体
からの圧力の値が第二の所定の値以下である場合に、前記画像を認証に用いる情報として
取得することを特徴とする請求項１０記載の個人認証装置。
【請求項１２】
前記ガイド部への接触または非接触を検知する接触検知部をさらに有し、
前記演算部は、
前記接触検知部にて前記生体が前記ガイド部に非接触であると判別された場合、前記生体
に指を接触させるよう促す指示を前記表示部に表示させることを特徴とする請求項９記載
の個人認証装置。
【請求項１３】
前記ガイド部は、圧力を緩和する弾性部材を有し、
前記弾性部材は、前記個人認証装置の接地面に対する垂直方向から、認証を行う前記生体
が存在する方向に斜行して設置されていることを特徴とする請求項１０記載の個人認証装
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置。
【請求項１４】
生体から取得される血管パターンの特徴情報を用いて個人の認証を行う個人認証装置であ
って、 
前記生体における認証対象となる領域を撮像する撮像部によって撮像された画像から、前
記血管パターンを抽出し、
前記血管パターン上の所定の特徴を有する複数の点を特徴点として夫々取得し、
前記特徴点の濃淡の度合いに基づいて、前記血管パターン上における前記複数の特徴点夫
々の相対位置と、前記複数の特徴点夫々の濃淡の度合いの差とを算出し、前記特徴情報と
して取得することを特徴とする個人認証装置。
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